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不
安
解
消
に
欠
か
せ
な
い
財
源
議
論

岸
田
政
権
下
で
第
１
回

「全
世
代
型
社

会
保
障
構
築
会
議
」
が
昨
年
１１
月
、

開
催

さ
れ
ま
し
た
。

成
長
と
分
配
の
好
循
環
で

「
新
し
い
資
本
主
義
」
を
実
現
す
る
と
し

て
い
る
岸
田
首
相
で
す
が
、

全
世
代
型
社

会
保
障
の
構
築
を
成
長
戦
略
の
柱
の
一
つ

と
し
、

ま
た
、

分
配
戦
略
で
あ
る
看
護
、

介
護
、

保
育
な
ど
の
現
場
で
働
く
人
の
収

入
増
を
図
る
た
め
の
公
的
価
格
評
価
検
討

委
員
会
を
同
会
議
の
下
部
組
織
に
位
置
づ

け
て
い
ま
す
。

今
年
か
ら

「
団
塊
の
世
代
」
が
７５
歳
以

上

に
な
り
始
め
、

２
０
２
５
年

に
は

２
１
８
０
万
人
、
５
人
に
１
人
が
後
期
高

齢
者
に
な
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

高

齢
化
の
進
展
と
と
も
に
社
会
保
障
給
付
費

も
膨
れ
上
が
り
、
２
０
２
５
年
に
は
約
１

４
０
兆
円
、

６５
歳
以
上
人
口
が
ピ
ー
ク
を

迎
え
る
２
０
４
０
年
に
は
約
１
９
０
兆
円

に
な
る
こ
と
が
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま

た
、

厚
労
省
に
よ
る
と
２
０
２
５
年
度
に

は
看
護
職
員
は
最
大
で
２７
万
人
、

介
護
職

員
は
約
２２
万
人
不
足
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
だ
け
に
、

今
回
の
医
療

・
介
護
等
で

働
く
人
の
待
遇
改
善
は
人
材
確
保
に
資
す

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

や
は
り
財
源
問

題
は
付
き
ま
と
い
ま
す
。

２
０
１
２
年
の

「社
会
保
障
と
税
の
一

体
改
革
」
以
降
の
社
会
保
障
制
度
改
革
の

議
論
を
振
り
返
る
と
、

全
世
代
型
社
会
保

障
検
討
会
議
で
は
、
２
０
１
９
年
の
中
間

報
告
で
年
金
、

労
働
分
野
、
２
０
２
０
年

の
最
終
報
告
で
少
子
化
、

医
療
分
野
の
改

革
が
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
が
、

当
初
か
ら
同
会
議
で
の
議
論
は
税
制
改
正

等
を
前
提
と
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

そ
の
内
容
は
、

総
じ
て
現
役
世
代

に
配
慮
し
、

高
齢
者
に
負
担
増
を
求
め
る

も
の
で
し
た
が
、

高
齢
者

へ
の
負
担
増
に

も
限
界
が
あ
り
ま
す
。

財
源
問
題
を
欠
い

た
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
の
議
論
だ
け

で
、

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
構
築

は
難
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

国
民
の
将
来
不
安
を
解
消
す
る
、

持
続

可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
構
築
は
、

経
済

成
長
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
所
得

再
配
分
機
能
を
現
在
の
格
差
是
正
に
役
立

て
る
こ
と
も
可
能
に
し
ま
す
。

そ
う
し
た
持

続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
確
立
し
て
い

く
た
め
に
は
、

現
役
世
代
の
保
険
料
に
過

度
に
依
存
し
な
い
、

国
民
全
体
で
社
会
保

障
制
度
を
支
え
る
財
源
の
仕
組
み
を
整
え

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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待遇決定に関する説明義務の強化②

知
っ
て
得
す
る

事
業
主
に
課
せ
ら
れ
た
説
明
義
務
は
、

パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
不
合
理

な
待
遇
差
の
解
消
に
向
け
た
手
続
的
規

律
で
あ
り
、

パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働

者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
、

事
業
主
は

通
常
の
労
働
者
と
の
待
遇
差
の
内
容

・

理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

同

一
労
働
同

一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

は
、

単
に
将
来
の
役
割
期
待
に
違
い
が

あ
る
と
い
っ
た
主
観
的

・
抽
象
的
な
説

明
で
は
足
り
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、

以

下
で
は
説
明
に
際
し
て
の
ポ
イ
ン
ト
を

ま
と
め
て
お
き
ま
す
。

ま
ず
、

待
遇
差
の
内
容

・
理
由
の
説

明
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
比
較
対
象
と
な

る
通
常
の
労
働
者
を
選
定
す
る
必
要
が

前
回
は
、

一屋
入
れ
時
の
屋
用
管
理
上
の

措
置
の
内
容
、

待
遇
決
定
に
際
し
て
の
考

慮
事
項
な
ど
に
関
す
る
説
明
義
務
を
み
て

き
ま
し
た
。

今
回
は
、

パ
ー
ト

・
有
期
雇

用
労
働
者
の
同

一
労
働
同

一
賃
金
の
実
現

に
向
け
て
新
設
さ
れ
た
、

通
常
の
労
働
者

と
の
待
通
差
の
内
容

・
理
由
に
つ
い
て
の

説
明
義
務
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し

ま
す
。あ

り
ま
す
。

選
定
基
準
は
、

当
該
パ
ー

ト
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
職
務
内
容
、

職
務
の
内
容

・
配
置
の
変
更
の
範
囲
等

に
最
も
近
い
こ
と
で
す
。

具
体
的
な
選

定
順
序
は
、

当
該
パ
ー
ト
・
有
期
一雇
用

労
働
者
と
、

①

「職
務
内
容
」
と

「職

務
の
内
容

・
配
置
の
変
更
の
範
囲
」
が

同

一
で
あ
る
、

②

「職
務
内
容
」
の
み

が
同

一
で
あ
る
、

③

「職
務
内
容
」
の

う
ち

「業
務
の
内
容
」
「責
任
の
程
度
」

の
い
ず
れ
か
が
同

一
で
あ
る
、

④

「職

務
の
内
容

・
配
置
の
変
更
の
範
囲
」
が

同

一
で
あ
る
、

⑤

「職
務
内
容
」
「
職

務
の
内
容

・
配
置
の
変
更
の
範
囲
」
の

い
ず
れ
も
同

一
で
は
な
い
が

「職
務
の

内
容
が
」
最
も
近
い
、

の
優
先
順
に
判

断
す
る
こ
と
が
基
本
に
な
り
ま
す

（な

お
、

選
定
理
由
に
つ
い
て
も
説
明
す
る

必
要
が
あ
る
ほ
か
、

個
人
情
報
保
護
の

観
点
か
ら
比
較
対
象
者
が
特
定
さ
れ
な

い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）。

「待
退
差
の
内
容
」
と
し
て
は
、

待

遇
に
関
す
る
基
準
の
相
違
の
有
無
、

そ

し
て
、

待
遇
の
個
別
具
体
的
な
内
容
ま

た
は
待
遇
の
決
定
基
準
を
説
明
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

待
遇
の
個
別
具
体
的

な
内
容
と
し
て
は
、

例
え
ば
、

基
本
給

の
平
均
額
、

モ
デ
ル
基
本
給
額
、

標
準

的
な
手
当
の
内
容
等
で
あ
り
、

決
定
基

準
と
し
て
は
、

例
え
ば
、

比
較
対
象
の

通
常
の
労
働
者
の
待
遇
水
準
と
併
せ
て

賃
金
テ
ー
ブ
ル
等
で
支
給
基
準
を
説
明

す
る
と
い
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「待
遇
差
の
理
由
」
と
し
て
は
、

待

遇
の
決
定
基
準
が
同
じ
場
合
に
は
、

成

果
、

能
力
、

経
験
な
ど
の
違
い
を
説
明

し
、

待
遇
の
決
定
基
準
が
異
な
る
場
合

に
は
、

待
遇
の
性
質

・
目
的
を
踏
ま
え

た
決
定
基
準
に
違
い
を
設
け
て
い
る
理

由
と
し
て
、

職
務
の
内
容
、

職
務
の
内

容

・
配
置
の
変
更
の
範
囲
の
違
い
、

労

使
交
渉
の
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
、

そ
れ
ぞ
れ
決
定
基
準
で
通
常
の
労
働
煮

パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働
者
に
ど
の
よ

う
に
適
用
し
て
い
る
か
を
説
明
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

最
後
に
説
明
の
方
法
で
す
が
、

事
業

主
は
、

パ
ー
ト

・
有
期
雇
用
労
働
者
が

そ
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、

資
料

（就
業
規
則
や
賃
金
表
な

ど
）
を
活
用
し
、
日
頭
に
よ
り
説
明
す

る
こ
と
が
基
本
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、

説
明
す
べ
き
事
項
を
す
べ
て
記
載
し
た
、

パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働
者
が
容
易
に

理
解
で
き
る
内
容
の
資
料
を
用
い
る
場

合
に
は
、

そ
の
資
料
を
交
付
す
る
な
ど

の
方
法
で
も
差
し
支
え
な
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
。


